
第   号  

年   月   日  

 

         様  

 

野田市長           

 

野田市法外援護費支給決定（却下）通知書  

 

年   月   日付けで申請のあった野田市法外援護

費の支給について、下記のとおり決定したので、通知します。  

 

記  

 

１  決定支給額         円  

２  支給（却下）理由  

                           

                           

                           

                           

                           

                            

 

 

 

 

 

 

 



教示  

１  この決定に不服がある場合には、この決定があった

ことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、市

長に対して異議申立てをすることができます（なお、

この決定があったことを知った日の翌日から起算して

６０日以内であっても、この決定の日の翌日から起算

して１年を経過すると異議申立てをするこ とができな

くなります。）。  

２  この決定については、この決定があったことを知っ

た日の翌日から起算して６箇月以内に、市を被告とし

て（訴訟において市を代表する者は市長となります。）

処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、

この決定があったことを知った日の翌日から起算して

６箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算

して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起する

ことができなくなります。）。ただし、上記１の異議申

立てをした場合は、当該異議申立てに対する決定があ

ったことを知った日の翌日から起算して６箇月以 内に、

処分の取消しの訴えを提起することができます。  


